
＜判定式＞　寄附金等収入金額（Ⅰ）÷経常収入金額（Ⅱ）＝

国等からの補助金等の額
（※当欄又は⑩欄のいずれかのみに記載できます。当欄に記載する場合には、⑤欄の額を
限度に記載できます。）

⑥

Ⅰ

②

③

寄附金等収入金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （自動計算⇒） 0

控
除
金
額

0

0差引金額　（⑨－⑩～⑯⇒経常収入金額　＝Ⅱ）　　　　　　 　（自動計算⇒）

0

法律等の規定に基づく事業で、その対価を国又は地方公共団体が
負担することとされている場合の負担金額

⑮

⑯

⑰

④

⑤

（※ここでは、「総収入金額」から各控除金額を控除した値を言います。）

⑫

⑬

経常収入金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自動計算⇒）

0

⑦

資産の売却収入で臨時的なものの金額

総収入金額（必須）
（「消費収支計算書」における「帰属収入」の額です。）

国等からの補助金等の額
（※当欄又は⑦欄のいずれかのみに記載できます。）

委託の対価としての収入で国等から支払われるものの金額

控
除
金
額 ⑭

遺贈により受け入れた寄附金等のうち、基準限度超過額に相当す
る金額

年

⑨

⑩

⑪

Ⅱ

#DIV/0!

0

0

①

平成実績判定期間 平成 年 日～

＜相対値要件（要件2）チェック表＞

寄附者の氏名又は名称が明らかなもののうち、同一の者からの寄
附金で、その合計額が1,000円未満のものの額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （③欄から自動転記⇒）

寄附者の氏名又は名称が明らかでない寄附金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（④欄から自動転記⇒）

受入寄附金総額（必須）

一者当たりの基準限度超過額の合計額（必須）

寄附者の氏名又は名称が明らかなもののうち、同一の者からの寄
附金で、その合計額が1,000円未満のものの額（必須）

寄附者の氏名又は名称が明らかでない寄附金額（必須）

差引金額（①－②－③－④）　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　（自動計算⇒）

合計金額　（⑤＋⑥　⇒寄附金等収入金額＝Ⅰ）　　　 　（自動計算⇒）

月月 日


